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平成 31年 2月 

 

１ 開催趣旨 

  実質賃金は、毎月勤労統計の労働者全体の水準を表す本系列において毎月公表し

ている。 

一方、平成 30年 1月より、「前年同月分」及び「当月分」ともに集計対象となっ

た調査対象事業所（以下「共通事業所」という。）の賃金に係る前年同月比を公表し

ている。 

  この「共通事業所」の賃金の集計値については、統計ユーザーの多様なニーズに

対応するため実質賃金も示すことを求める意見がみられる一方、実質賃金を示すた

めには「共通事業所」の集計値の特性に起因する課題など様々な論点が存在する。 

このため、毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる様々な論点に

ついて、統計的な観点からの専門家による検討の場を設け、課題を整理することと

する。 

 

２ 検討事項 

  以下の事項を中心に検討する。 

(1)「本系列」と比較した「共通事業所」の集計値の特性 

(2)「共通事業所」の賃金の集計値の指数化をめぐる論点 

(3)「共通事業所」の賃金の対前年同月比の実質化をめぐる論点 

 

３ 構成員 

  構成員は別紙のとおりとする。 

 

４ 運営等 

（1）検討会は、政策統括官（総合政策、統計・情報政策、政策評価担当）が別紙の

有識者の参集を求めて開催する。 

（2）検討会には座長を置き、構成員の互選により定める。 

（3）検討会には座長代理を置くことができる。 

座長代理は、座長が構成員の中から指名するものとし、座長を補佐し、座長不

在の場合にはその職務を行う。 

(4) 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係者に検討会への出席を

求め、意見を聴くことができる。 
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(5) 検討会は、原則として公開する。ただし、座長は、公開することにより検討に

著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があると認め

るときは、会議を非公開とすることができる。 

(6) 検討会の資料は、原則として公表する。ただし、座長は、公表することにより

検討に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、その他正当な理由がある

と認めるときは、資料を非公表とすることができる。 

(7) 検討会は、議事録を作成し公表する。ただし、会議を非公開とする場合には、

議事要旨を公表する。 

（8）検討会の庶務は、政策統括官（総合政策、統計・情報政策、政策評価担当）付

参事官付統計企画調整室及び雇用・賃金福祉統計室において行う。 

(9) 前各項のほか、検討会の運営その他の検討会に関し必要な事項は、座長が定め

る。 
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